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（ 別 紙 ） 
○「介護サービス情報の公表」制度の施行について（平成 18 年 3 月 31 日老発第 0331007 号厚生労働省老健局振興課長通知） 

改   正   後 現    行 

別紙 

 

Ⅰ 「介護サービス情報の公表」制度の趣旨 

  介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者（以下

「利用者」という。）が自ら介護サービス事業者（介護保険法

（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条

の３５第１項に規定する「介護サービス事業者」をいう。以下

「事業者」という。）を選択し、利用者と事業者とが契約し、

サービスを利用又は提供する制度である。 

  しかしながら、利用者は要介護者等であり、利用しようとす

る介護サービスの情報の入手において、事業者と実質的に対等

な関係を構築することが困難な場合がある。利用者が適切なサ

ービスを利用できない場合、その心身の機能が低下するおそれ

などが考えられることから、利用者に対して、事業者に関する

情報を適切に提供する環境整備が望まれる。 

  また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内

容や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われ、

より良い事業者が適切に選択されることが望まれることから、

各事業者の情報を公平に提供する環境整備が望まれる。 

  介護保険制度は、このように、利用者本位による利用者のニ

ーズにあったより適切な事業者選択を通じたサービスの質の向

上が図られることを基本理念とする制度である。 

  「介護サービス情報の公表」制度は、このような、利用者の

権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備

を図るため、法第１１５条の３５第１項の規定に基づいて、事

業者に対し、「介護サービス情報」（介護サービスの内容及び

運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は

利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービ

スを利用する機会を確保するために公表されることが必要なも

別紙 

 

Ⅰ 「介護サービス情報の公表」制度の趣旨 

  介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者（以下

「利用者」という。）が自ら介護サービス事業者（介護保険法

（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条

の２９第１項に規定する「介護サービス事業者」をいう。以下

「事業者」という。）を選択し、利用者と事業者とが契約し、

サービスを利用又は提供する制度である。 

  しかしながら、利用者は要介護者等であり、利用しようとす

る介護サービスの情報の入手において、事業者と実質的に対等

な関係を構築することが困難な場合がある。利用者が適切なサ

ービスを利用できない場合、その心身の機能が低下するおそれ

などが考えられることから、利用者に対して、事業者に関する

情報を適切に提供する環境整備が望まれる。 

  また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内

容や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われ、

より良い事業者が適切に選択されることが望まれることから、

各事業者の情報を公平に提供する環境整備が望まれる。 

  介護保険制度は、このように、利用者本位による利用者のニ

ーズにあったより適切な事業者選択を通じたサービスの質の向

上が図られることを基本理念とする制度である。 

  「介護サービス情報の公表」制度は、このような、利用者の

権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備

を図るため、法第１１５条の２９第１項の規定に基づいて、事

業者に対し、「介護サービス情報」（介護サービスの内容及び

運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は

利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービ

スを利用する機会を確保するために公表されることが必要なも
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の）の公表を義務付けるものである。 

 

Ⅱ 実施体制の整備 

  「介護サービス情報の公表」制度は、法に基づく都道府県の

自治事務であり、都道府県知事は、都道府県内の本制度の対象

となる事業者（以下、「公表対象事業者」という。）が報告す

る介護サービス情報の受理、調査、情報の公表等の事務を適確

に行う体制を整備する必要がある。 

  当該事務は、都道府県知事が自ら行うほか、当該事務の効率

的かつ円滑な実施に資するため、都道府県知事が法第１１５条

の３６第１項の規定に基づく指定調査機関及び法第１１５条の

４２第１項の規定に基づく指定情報公表センター（以下「指定

調査機関等」という。）を指定して行うことができることとさ

れている。都道府県知事が、当該指定調査機関等の指定を行う

に当たっては、法令の規定に基づくとともに、次の点に留意し

て適切に実施されたい。 

  また、指定調査機関が行う公表対象事業所の調査の実施に当

たっては、法第１１５条の３７の規定に基づく要件を備える者

のうちから選任して実施する必要があるので、法令の規定に基

づくとともに、次の点に留意して適切に実施されたい。 

 

１ 指定情報公表センター 

（１）基本的考え方 

    都道府県知事が行う指定情報公表センターの指定につい

ては、情報公表事務（法第１１５条の４２第１項に規定す

る情報公表事務をいう。以下同じ。）が、各都道府県にお

いて一元的に行われる必要があることを踏まえると、各都

道府県に１か所を指定することが適当と考えられる。 

    また、指定情報公表センターが行う情報公表事務は、都

道府県知事の自治事務について、都道府県知事の指定を受

の）の公表を義務付けるものである。 

 

Ⅱ 実施体制の整備 

  「介護サービス情報の公表」制度は、法に基づく都道府県の

自治事務であり、都道府県知事は、都道府県内の本制度の対象

となる事業者（以下、「公表対象事業者」という。）が報告す

る介護サービス情報の受理、調査、情報の公表等の事務を適確

に行う体制を整備する必要がある。 

  当該事務は、都道府県知事が自ら行うほか、当該事務の効率

的かつ円滑な実施に資するため、都道府県知事が法第１１５条

の３０第１項の規定に基づく指定調査機関及び法第１１５条の

３６第１項の規定に基づく指定情報公表センター（以下「指定

調査機関等」という。）を指定して行うことができることとさ

れている。都道府県知事が、当該指定調査機関等の指定を行う

に当たっては、法令の規定に基づくとともに、次の点に留意し

て適切に実施されたい。 

  また、指定調査機関が行う公表対象事業所の調査の実施に当

たっては、法第１１５条の３１の規定に基づく要件を備える者

のうちから選任して実施する必要があるので、法令の規定に基

づくとともに、次の点に留意して適切に実施されたい。 

 

１ 指定情報公表センター 

（１）基本的考え方 

    都道府県知事が行う指定情報公表センターの指定につい

ては、情報公表事務（法第１１５条の３６第１項に規定す

る情報公表事務をいう。以下同じ。）が、各都道府県にお

いて一元的に行われる必要があることを踏まえると、各都

道府県に１か所を指定することが適当と考えられる。 

    また、指定情報公表センターが行う情報公表事務は、都

道府県知事の自治事務について、都道府県知事の指定を受
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けて行うものであること、また、法第１１５条の４２第３

項の規定に基づき準用する法第１１５条の３６第３項の規

定に基づく情報公表事務手数料を納めさせ、その収入とす

ることができること等を踏まえ、当該事務の実施に当たっ

ては、公正かつ適確な情報公表事務の実施等に留意すると

ともに、特に、特定の事業者に偏ることのない中立・公正

な情報公表事務が実施される必要がある。 

（２）指定を受ける法人の中立性・公平性の確保 

    指定情報公表センターの指定を受けようとする法人の審

査に当たっては、政令第３７条の１１の規定に基づき準用

する介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「政令」という。）第３７条の３第３号及び介護保険法施

行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」とい

う。）第１４０条の５０第２項の規定を踏まえ、法人の役

員、法人の種類に応じた構成員又は職員の構成が、情報公

表事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであ

ることを確認する必要がある。 

    具体的には、当該法人の構成員として、介護サービスを

現に提供する事業者の役員等が多くを占めるために、情報

公表事務の実施に当たり、特定の公表対象事業者の意思が

影響を及ぼすことがないかといった観点から、次のような

事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を行うこと

が適当である。 

   ア～ウ （略） 

 （３）（略） 

 

２ 指定調査機関  
（１）基本的考え方  

 都道府県知事が指定調査機関の指定を行うに当たっては

、調査事務（法第１１５条の３６第１項に規定する調査事

けて行うものであること、また、法第１１５条の３６第３

項の規定に基づき準用する法第１１５条の３０第３項の規

定に基づく情報公表事務手数料を納めさせ、その収入とす

ることができること等を踏まえ、当該事務の実施に当たっ

ては、公正かつ適確な情報公表事務の実施等に留意すると

ともに、特に、特定の事業者に偏ることのない中立・公正

な情報公表事務が実施される必要がある。 

（２）指定を受ける法人の中立性・公平性の確保 

    指定情報公表センターの指定を受けようとする法人の審

査に当たっては、政令第３７条の１１の規定に基づき準用

する介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「政令」という。）第３７条の３第３号及び介護保険法施

行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」とい

う。）第１４０条の３６第２項の規定を踏まえ、法人の役

員、法人の種類に応じた構成員又は職員の構成が、情報公

表事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであ

ることを確認する必要がある。 

    具体的には、当該法人の構成員として、介護サービスを

現に提供する事業者の役員等が多くを占めるために、情報

公表事務の実施に当たり、特定の公表対象事業者の意思が

影響を及ぼすことがないかといった観点から、次のような

事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を行うこと

が適当である。 

ア～ウ （略） 

 （３）（略） 

 

２ 指定調査機関  
（１）基本的考え方  

 都道府県知事が指定調査機関の指定を行うに当たっては

、調査事務（法第１１５条の３０第１項に規定する調査事
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務をいう。以下同じ。）が効率的かつ適確に行われるよう

、適切に必要数を見込み指定を行う必要がある。  
 また、指定調査機関が行う調査事務は、都道府県知事の

自治事務について、都道府県知事の指定を受けて行うもの

であること、また、法第１１５条の３６第３項の規定に基

づく調査事務手数料を納めさせ、その収入とすることがで

きること等を踏まえ、当該事務の実施に当たっては、公正

かつ適確な調査事務の実施等に留意するとともに、特に、

特定の事業者に偏ることのない中立・公正な調査事務が実

施される必要がある。  
（２）指定を受ける法人の中立性・公平性の確保  

 指定調査機関の指定を受けようとする法人の審査に当た

っては、政令第３７条の３第３号及び省令第１４０条の５

０第２項の規定を踏まえ、法人の役員、法人の種類に応じ

た構成員又は職員の構成が、調査事務の公正な実施に支障

を及ぼすおそれがないものであることを確認する必要があ

る。  
 具体的には、当該法人の構成員として、当該法人が調査

を行おうとする介護サービス（以下「調査対象サービス」

という。）を現に提供する事業者の役員等が多くを占める

ために、調査事務の実施に当たり、特定の公表対象事業者

の意思が影響を及ぼすことがないかといった観点から、次

のような事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を

行うことが適当である。  
ア～ウ （略） 

 （３）（略） 

 

３ 調査員  
（１）調査員の確保  

 都道府県は、介護サービスの種類ごとの公表対象事業所

数、都道府県自らの調査実施体制、介護サービスの種類ご

務をいう。以下同じ。）が効率的かつ適確に行われるよう

、適切に必要数を見込み指定を行う必要がある。  
 また、指定調査機関が行う調査事務は、都道府県知事の

自治事務について、都道府県知事の指定を受けて行うもの

であること、また、法第１１５条の３０第３項の規定に基

づく調査事務手数料を納めさせ、その収入とすることがで

きること等を踏まえ、当該事務の実施に当たっては、公正

かつ適確な調査事務の実施等に留意するとともに、特に、

特定の事業者に偏ることのない中立・公正な調査事務が実

施される必要がある。  
（２）指定を受ける法人の中立性・公平性の確保  

 指定調査機関の指定を受けようとする法人の審査に当た

っては、政令第３７条の３第３号及び省令第１４０条の３

６第２項の規定を踏まえ、法人の役員、法人の種類に応じ

た構成員又は職員の構成が、調査事務の公正な実施に支障

を及ぼすおそれがないものであることを確認する必要があ

る。  
 具体的には、当該法人の構成員として、当該法人が調査

を行おうとする介護サービス（以下「調査対象サービス」

という。）を現に提供する事業者の役員等が多くを占める

ために、調査事務の実施に当たり、特定の公表対象事業者

の意思が影響を及ぼすことがないかといった観点から、次

のような事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を

行うことが適当である。  
ア～ウ （略） 

 （３）（略） 

 

３ 調査員  
（１）調査員の確保  

 都道府県は、介護サービスの種類ごとの公表対象事業所

数、都道府県自らの調査実施体制、介護サービスの種類ご
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との指定調査機関数や所属調査員数等を踏まえ、必要な調

査員数を適切に見込み、必要数を計画的に養成し確保する

必要がある。  
 調査員は、政令第３７条の７第１項に規定されるとおり

、都道府県知事又はその指定する者が省令第１４０条の５

５の規定に基づいて行う研修（以下「調査員養成研修」と

いう。）の課程を修了し、都道府県知事が作成する調査員

名簿に登録される必要がある。当該名簿には、調査員養成

研修修了者の氏名、住所及び調査員養成研修の受講の開始

年月日及び修了年月日を記載するものとする。また、当該

登録は、１つの介護サービスの種類に係る研修の課程を修

了することをもって行うものとし、他の介護サービスの種

類ごとの研修の課程を修了するごとに、当該登録内容の追

加変更を行うものとする。  
 なお、介護サービスの種類ごとに行う調査員養成研修に

おいて、調査員養成研修を修了した介護サービスが属する

次の区分に属する他の介護サービスについても、調査員養

成研修のすべての課程を修了したものとみなすことができ

ることや、①、⑤、⑦及び⑪の各区分において、それぞれ

当該各区分内に掲げるいずれかの介護サービスに係る講義

を修了した者については、⑨及び⑩に掲げる介護サービス

に係る講義を修了したとみなすことができることに留意す

る。  
 また、調査員は、法第１１５条の３５第２項の規定に基

づいて都道府県知事が行う調査の場合は都道府県の職員で

あり、法第１１５条の３７第１項の規定に基づいて指定調

査機関が行う調査の場合は、指定調査機関の職員となり、

個人が調査事務を行うことは想定していない。  
〈 区 分 〉 （ 略 ）  

（２）指定調査員養成研修機関  
 都道府県知事は、調査員養成研修を自ら実施するほか、

との指定調査機関数や所属調査員数等を踏まえ、必要な調

査員数を適切に見込み、必要数を計画的に養成し確保する

必要がある。  
 調査員は、政令第３７条の７第１項に規定されるとおり

、都道府県知事又はその指定する者が省令第１４０条の４

１の規定に基づいて行う研修（以下「調査員養成研修」と

いう。）の課程を修了し、都道府県知事が作成する調査員

名簿に登録される必要がある。当該名簿には、調査員養成

研修修了者の氏名、住所及び調査員養成研修の受講の開始

年月日及び修了年月日を記載するものとする。また、当該

登録は、１つの介護サービスの種類に係る研修の課程を修

了することをもって行うものとし、他の介護サービスの種

類ごとの研修の課程を修了するごとに、当該登録内容の追

加変更を行うものとする。  
 なお、介護サービスの種類ごとに行う調査員養成研修に

おいて、調査員養成研修を修了した介護サービスが属する

次の区分に属する他の介護サービスについても、調査員養

成研修のすべての課程を修了したものとみなすことができ

ることや、①、⑤、⑦及び⑪の各区分において、それぞれ

当該各区分内に掲げるいずれかの介護サービスに係る講義

を修了した者については、⑨及び⑩に掲げる介護サービス

に係る講義を修了したとみなすことができることに留意す

る。  
 また、調査員は、法第１１５条の２９第２項の規定に基

づいて都道府県知事が行う調査の場合は都道府県の職員で

あり、法第１１５条の３１第１項の規定に基づいて指定調

査機関が行う調査の場合は、指定調査機関の職員となり、

個人が調査事務を行うことは想定していない。  
〈 区 分 〉 （ 略 ）  

（２）指定調査員養成研修機関  
 都道府県知事は、調査員養成研修を自ら実施するほか、



- 6 - 

改   正   後 現    行 

当該研修の効率的かつ円滑な実施に資するため、その指定

する者（以下「指定調査員養成研修機関」という。）に行

わせることができるものである。  
 指定調査員養成研修機関の指定に当たっては、政令第３

７条の７第４項の規定に基づくとともに、省令第１４０条

の５５に規定される調査員養成研修の目的、内容、介護サ

ービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準（平成１８

年３月３１日厚生労働省告示第２６７号。）を満たす課程

等の遵守、適切な講師の確保状況等を確認し、適切な法人

を指定する必要がある。  
 

Ⅲ 介護サービス情報の公表制度の実施方法等  
１ 情報の公表を行う介護サービスの種類  

 情報の公表を行う介護サービスは、省令第１４０条の４３

第１項に規定される訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪

問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション

、短期入所生活介護、短期入所療養介護（省令第１４条第４

号に掲げる診療所に係るものを除く。）、特定施設入居者生

活介護（養護老人ホームに係るものを除く。）、福祉用具貸

与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、認知症対応型

通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活

介護、地域密着型特定施設入居者生活介護（養護老人ホーム

に係るものを除く。）、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健

施設サービス、介護療養施設サービス（介護療養型医療施設

の入院患者の定員が８人以下である病院又は診療所に係るも

のを除く。）、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、

介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護

予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防

短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護（省令第２２

条の１４第４号に掲げる診療所に係るものを除く。）、介護

当該研修の効率的かつ円滑な実施に資するため、その指定

する者（以下「指定調査員養成研修機関」という。）に行

わせることができるものである。  
 指定調査員養成研修機関の指定に当たっては、政令第３

７条の７第４項の規定に基づくとともに、省令第１４０条

の４１に規定される調査員養成研修の目的、内容、介護サ

ービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準（平成１８

年３月３１日厚生労働省告示第２６７号。）を満たす課程

等の遵守、適切な講師の確保状況等を確認し、適切な法人

を指定する必要がある。  
 

Ⅲ 介護サービス情報の公表制度の実施方法等  
１ 情報の公表を行う介護サービスの種類  

 情報の公表を行う介護サービスは、省令第１４０条の２９

第１項に規定される訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪

問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション

、短期入所生活介護、短期入所療養介護（省令第１４条第４

号に掲げる診療所に係るものを除く。）、特定施設入居者生

活介護（養護老人ホームに係るものを除く。）、福祉用具貸

与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、認知症対応型

通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活

介護、地域密着型特定施設入居者生活介護（養護老人ホーム

に係るものを除く。）、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健

施設サービス、介護療養施設サービス（介護療養型医療施設

の入院患者の定員が８人以下である病院又は診療所に係るも

のを除く。）、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、

介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護

予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防

短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護（省令第２２

条の１４第４号に掲げる診療所に係るものを除く。）、介護
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予防特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを

除く。）、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販

売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能

型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護である。

また、省令第１４０条の４３第２項に規定されるとおり、訪

問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ

ビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護

予防短期入所療養介護（以下「訪問看護等」という。）のう

ち、法第７１条第１項本文の規定により居宅サービスに係る

法第４１条第１項本文の指定があったものとみなされた病院

等、法第７２条第１項本文の規定により居宅サービスに係る

法第４１条第１項本文の指定があったものとみなされた介護

老人保健施設若しくは介護療養型医療施設、又は法第１１５

条の１１において準用する法第７１条第１項本文及び法第７

２条第１項本文の指定があったものとみなされた病院等、介

護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設であって、指定

があったものとみなされた日から起算して１年を経過しない

者によって行われる訪問看護等については、法第１１５条の

３５第１項の厚生労働省令で定めるサービスとしない。  
 ただし、平成２１年４月１日に現に通所リハビリテーショ

ンに係る法第４１条第１項本文又は介護予防通所介護リハビ

リテーションに係る法第５３条第１項本文の指定を受けてい

る病院等の開設者であって、その後において法第７１条第１

項本文の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者

又は法第１１５条の１０において準用する法第７１条第１項

本文の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた

者については、前段の省令第１４０条の４３第２項の規定は

適用しない。  
  なお、次の各区分において、二つ以上の介護サービスを一

体的に運営している場合には、各区分における介護サービス

予防特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを

除く。）、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販

売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能

型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護である。

また、省令第１４０条の２９第２項に規定されるとおり、訪

問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ

ビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護

予防短期入所療養介護（以下「訪問看護等」という。）のう

ち、法第７１条第１項本文の規定により居宅サービスに係る

法第４１条第１項本文の指定があったものとみなされた病院

等、法第７２条第１項本文の規定により居宅サービスに係る

法第４１条第１項本文の指定があったものとみなされた介護

老人保健施設若しくは介護療養型医療施設、又は法第１１５

条の１０において準用する法第７１条第１項本文及び法第７

２条第１項本文の指定があったものとみなされた病院等、介

護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設であって、指定

があったものとみなされた日から起算して１年を経過しない

者によって行われる訪問看護等については、法第１１５条の

２９第１項の厚生労働省令で定めるサービスとしない。  
 ただし、平成２１年４月１日に現に通所リハビリテーショ

ンに係る法第４１条第１項本文又は介護予防通所介護リハビ

リテーションに係る法第５３条第１項本文の指定を受けてい

る病院等の開設者であって、その後において法第７１条第１

項本文の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者

又は法第１１５条の１０において準用する法第７１条第１項

本文の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた

者については、前段の省令第１４０条の２９第２項の規定は

適用しない。  
  なお、次の各区分において、二つ以上の介護サービスを一

体的に運営している場合には、各区分における介護サービス
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の公表内容の多くが共通であることから、介護サービス事業

所、指定情報公表センター及び指定調査機関の事務負担等に

配慮し、一体的に報告及び調査を実施するものとする。  
  また、この通知において、各区分において平成１９年度ま

でに情報の公表の対象となっている各指定居宅サービス、指

定居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サー

ビス又は介護療養施設サービスや、小規模多機能型居宅介護

又は認知症対応型共同生活介護を「主たるサービス」という

。  
〈一体的な報告・調査を行うサービス区分（調査票様式）〉  
①～⑨ （略）  
⑩福祉用具貸与＋特定福祉用具販売＋介護予防福祉用具貸与

＋特定介護予防福祉用具販売 

  ⑪～⑯ （略） 

 

２ 介護サービス情報の具体的内容  
 法第１１５条の３５第１項の規定に基づいて、省令第１４

０条の４５に規定する別表第１及び別表第２に掲げる項目に

関する具体的内容は、それぞれ、別添１基本情報及び別添２

調査情報のとおりとし、別添１基本情報及び別添２調査情報

の記載要領は、別添３のとおりとする。  
 

３ （略）  
（１）～（３）（略）  
（４）計画の内容  

 計画の内容は、省令第１４０条の４８、第１４０条の５

２及び第１４０条の６０の規定を踏まえ、次のとおりとす

る。  
ア～イ （略）  
ウ 報告の対象となる事業者  

 法第１１５条の３５第１項に規定されるとおり、新た

の公表内容の多くが共通であることから、介護サービス事業

所、指定情報公表センター及び指定調査機関の事務負担等に

配慮し、一体的に報告及び調査を実施するものとする。  
  また、この通知において、各区分において平成１９年度ま

でに情報の公表の対象となっている各指定居宅サービス、指

定居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サー

ビス又は介護療養施設サービスや、小規模多機能型居宅介護

又は認知症対応型共同生活介護を「主たるサービス」という

。  
〈一体的な報告・調査を行うサービス区分（調査票様式）〉  

①～⑨ （略）  
⑩福祉用具貸与＋特定福祉用具販売＋介護予防福祉用具販売

＋特定介護予防福祉用具販売 

  ⑪～⑯ （略） 

 

２ 介護サービス情報の具体的内容  
 法第１１５条の２９第１項の規定に基づいて、省令第１４

０条の３１に規定する別表第１及び別表第２に掲げる項目に

関する具体的内容は、それぞれ、別添１基本情報及び別添２

調査情報のとおりとし、別添１基本情報及び別添２調査情報

の記載要領は、別添３のとおりとする。  
 

３ （略）  
（１）～（３）（略）  
（４）計画の内容  

 計画の内容は、省令第１４０条の３４、第１４０条の３

８及び第１４０条の４６の規定を踏まえ、次のとおりとす

る。  
ア～イ （略）  
ウ 報告の対象となる事業者  

 法第１１５条の２９第１項に規定されるとおり、新た
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に介護サービスの提供を開始しようとする事業者につい

ては、介護サービスの提供を開始しようとするときに報

告の対象となるとともに、同法同条同項並びに省令第１

４０条の４４第１号に規定されるとおり、計画の基準日

前の１年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が

１００万円を超える事業者が報告の対象となるものであ

る。  
 なお、計画の基準日前の一年間において、事業者がⅢ

の１に定める各区分内において、二つ以上のサービスを

一体的に運営している場合には、各区分のいずれのサー

ビスについても介護報酬の支払いを受けた金額が１００

万円を超えない場合を除き、報告の対象となる。  
 また、当該介護報酬支払額の把握に当たっては、介護

サービス事業者ごとに、次のような情報を把握して実施

することが適当と考えられるので、各都道府県国民健康

保険団体連合会と連携するなどにより、適切に実施され

たい。  
 ただし、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具

販売については、基本的に各都道府県国民健康保険団体

連合会において支払い実績額を把握していないことから

、その把握については、都道府県の実情等に応じて適切

に実施されたい。  
①～⑦（略）  

エ 事業者ごとの報告の提出先及び提出期限  
 事業者ごとに、調査を行う月等を勘案し、都道府県知

事又は指定情報公表センター（以下「指定情報公表セン

ター等」という。）に対する報告の提出期限を定める。

当該提出期限は、計画の基準日以降計画の期間内におい

て、各都道府県の実情に応じて適宜定めるものとする。  
 また、新たに介護サービスの提供を開始しようとする

事業者については、介護サービスの提供を開始しようと

に介護サービスの提供を開始しようとする事業者につい

ては、介護サービスの提供を開始しようとするときに報

告の対象となるとともに、同法同条同項並びに省令第１

４０条の３０第１号に規定されるとおり、計画の基準日

前の１年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が

１００万円を超える事業者が報告の対象となるものであ

る。  
 なお、計画の基準日前の一年間において、事業者がⅢ

の１に定める各区分内において、二つ以上のサービスを

一体的に運営している場合には、各区分のいずれのサー

ビスについても介護報酬の支払いを受けた金額が１００

万円を超えない場合を除き、報告の対象となる。  
 また、当該介護報酬支払額の把握に当たっては、介護

サービス事業者ごとに、次のような情報を把握して実施

することが適当と考えられるので、各都道府県国民健康

保険団体連合会と連携するなどにより、適切に実施され

たい。  
 ただし、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具

販売については、基本的に各都道府県国民健康保険団体

連合会において支払い実績額を把握していないことから

、その把握については、都道府県の実情等に応じて適切

に実施されたい。  
①～⑦（略）  

エ 事業者ごとの報告の提出先及び提出期限  
 事業者ごとに、調査を行う月等を勘案し、都道府県知

事又は指定情報公表センター（以下「指定情報公表セン

ター等」という。）に対する報告の提出期限を定める。

当該提出期限は、計画の基準日以降計画の期間内におい

て、各都道府県の実情に応じて適宜定めるものとする。  
 また、新たに介護サービスの提供を開始しようとする

事業者については、介護サービスの提供を開始しようと
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するときに報告するものであるが、その提出期限につい

ては、情報公表事務を円滑に行う観点から、介護サービ

スの提供を開始する日の２週間前までとする旨を定める

ことが適当である。なお、介護サービスの種類ごとに、

省令第１４０条の４３の規定の施行日から２週間以内に

新たに当該介護サービスの提供を開始しようとする事業

者等については、当該規定の施行日から１月以内を提出

期限とするなど一定の経過措置を設けることとして差し

支えない。  
オ～コ（略）  

（５）（略）  
ア （略）  
イ 是正命令をうけた事業者に係る介護サービス情報の取

扱い  
 都道府県知事から、法第１１５条の３５第４項の規定

に基づく報告、報告の内容の是正又は調査を命じられた

事業者に係る介護サービス情報については、都道府県知

事の指示により、調査又は公表を行うこと。  
（６）～（７）（略）  
 

４ （略） 

 （１）及び（２）（略） 

 （３）報告の内容  
    計画の基準日前の１年間において、介護報酬の支払いを

受けた金額が１００万円を超える事業者については、省令

第１４０条の４５の規定及び本通知に基づき、別添１基本

情報及び別添２調査情報を報告することとなる。  
    これら基本情報及び調査情報は、原則として、各介護サ

ービス毎に報告するものであるが、Ⅲの１に定める各区分

内において一体的に運営されているサービスの調査情報に

ついては、同一の事業者による取組であり、基本的に全て

するときに報告するものであるが、その提出期限につい

ては、情報公表事務を円滑に行う観点から、介護サービ

スの提供を開始する日の２週間前までとする旨を定める

ことが適当である。なお、介護サービスの種類ごとに、

省令第１４０条の２９の規定の施行日から２週間以内に

新たに当該介護サービスの提供を開始しようとする事業

者等については、当該規定の施行日から１月以内を提出

期限とするなど一定の経過措置を設けることとして差し

支えない。  
オ～コ（略）  

（５）（略）  
ア （略）  
イ 是正命令をうけた事業者に係る介護サービス情報の取

扱い  
 都道府県知事から、法第１１５条の２９第４項の規定

に基づく報告、報告の内容の是正又は調査を命じられた

事業者に係る介護サービス情報については、都道府県知

事の指示により、調査又は公表を行うこと。  
（６）～（７）（略） 

 

 ４ （略） 

 （１）及び（２）（略） 

 （３）報告の内容  
    計画の基準日前の１年間において、介護報酬の支払いを

受けた金額が１００万円を超える事業者については、省令

第１４０条の３１の規定及び本通知に基づき、別添１基本

情報及び別添２調査情報を報告することとなる。  
    これら基本情報及び調査情報は、原則として、各介護サ

ービス毎に報告するものであるが、Ⅲの１に定める各区分

内において一体的に運営されているサービスの調査情報に

ついては、同一の事業者による取組であり、基本的に全て
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のサービスについて共通しているという考え方を前提とし

て、原則主たるサービスについて報告を行い、その他のサ

ービスについては、主たるサービスの報告をもって報告を

行ったものとみなす。  
   また、新たに介護サービスの提供を開始しようとする事

業者については、別添１基本情報を報告することとなる。 

 

５～７ （略） 

 

８ （略） 

 （１）（略） 

 （２）（略） 

   ア （略） 

（ア） （略） 

（イ）基本的な対応  
ａ 基本情報  

基本情報に関する苦情については、指定情報公表

センター等から事業者に対する照会等を行い、適切

な説明が得られた場合は、事業者又は指定情報公表

センター等から利用者に対する説明を行うことが適

当である。また、この場合、基本情報の訂正が必要

な場合は、事業者から基本情報の訂正の報告を受け

て、速やかに訂正するものとする。  
適切な説明が得られなかった場合は、指定情報公

表センターは都道府県知事に報告し、都道府県知事

が、介護保険法第１１５条の３５第４項の規定に基

づく報告の内容の是正命令等の対応について検討す

ることが適当である。  
ｂ 調査情報  

調査情報に関する苦情については、指定情報公表

センター等は、都道府県の調査員又は指定調査機関

のサービスについて共通しているという考え方を前提とし

て、原則主たるサービスについて報告を行い、その他のサ

ービスについては、主たるサービスの報告をもって報告を

行ったものとみなす。  
 また、新たに介護サービスの提供を開始しようとする事

業者については、別添１基本情報を報告することとなる。  
 

 ５～７ （略） 

 

 ８ （略） 

 （１）（略） 

 （２）（略） 

   ア （略） 

（ア） （略） 

（イ）基本的な対応  
ａ 基本情報  

基本情報に関する苦情については、指定情報公表

センター等から事業者に対する照会等を行い、適切

な説明が得られた場合は、事業者又は指定情報公表

センター等から利用者に対する説明を行うことが適

当である。また、この場合、基本情報の訂正が必要

な場合は、事業者から基本情報の訂正の報告を受け

て、速やかに訂正するものとする。  
適切な説明が得られなかった場合は、指定情報公

表センターは都道府県知事に報告し、都道府県知事

が、介護保険法第１１５条の２９第４項の規定に基

づく報告の内容の是正命令等の対応について検討す

ることが適当である。  
ｂ 調査情報  

調査情報に関する苦情については、指定情報公表

センター等は、都道府県の調査員又は指定調査機関
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を通じて事業者に対する照会、再調査等を行い、適

切な説明が得られた場合は、事業者又は指定情報公

表センター等から利用者に対する説明を行うことが

適当である。また、この場合、調査情報の訂正が必

要な場合は、事業者から調査情報の訂正の報告を受

けて、速やかに訂正するものとする。  
適切な説明が得られなかった場合は、指定情報公

表センターは都道府県知事に対して報告し、都道府

県知事が、法第１１５条の３５第４項の規定に基づ

く報告の内容の是正命令等の対応について検討する

ことが適当である。  
（ウ）（略） 

   イ （略） 

（ア）及び（イ）（略） 

（ウ）同意を得ることが困難な場合  
（ア）及び（イ）の対応において同意を得ることが

困難な場合は、指定調査機関及び指定情報公表センタ

ーは都道府県知事に対して経過等必要な情報を報告し

、都道府県知事が、法第１１５条の３５第４項の規定

に基づく報告の内容の是正命令等の対応について検討

することが適当である。  
   （エ）（略） 

ウ （略） 

 

 ９ （略） 

を通じて事業者に対する照会、再調査等を行い、適

切な説明が得られた場合は、事業者又は指定情報公

表センター等から利用者に対する説明を行うことが

適当である。また、この場合、調査情報の訂正が必

要な場合は、事業者から調査情報の訂正の報告を受

けて、速やかに訂正するものとする。  
適切な説明が得られなかった場合は、指定情報公

表センターは都道府県知事に対して報告し、都道府

県知事が、法第１１５条の２９第４項の規定に基づ

く報告の内容の是正命令等の対応について検討する

ことが適当である。  
（ウ）（略） 

   イ （略） 

（ア）及び（イ）（略） 

（ウ）同意を得ることが困難な場合  
（ア）及び（イ）の対応において同意を得ることが

困難な場合は、指定調査機関及び指定情報公表センタ

ーは都道府県知事に対して経過等必要な情報を報告し

、都道府県知事が、法第１１５条の２９第４項の規定

に基づく報告の内容の是正命令等の対応について検討

することが適当である。  
   （エ）（略） 

ウ （略） 

 

 ９ （略） 

 


